
平成28ফ২ 第1回
高知市自য়支援協議会 拿資厄

平成28ফ5月23日（月）
総合あんしんセンター

高知市健康福祉部 障がい福祉課
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１ 開会
２ ౮動等に伴う委員及び事務局職員紹介
３ 報告・協議事項

①協議 地域生活支援拠点（短期入所事業所調査報告等）
②報告 平成27ফ২障害者相談センター実績報告等
③協議 基幹相談支援センター（事務局拿及び今後の厱点拪৶）

４ その他
５ 閉会

次 第



３ 報告・協議事項

①協議 地域生活支援拠点（短期入所事業所調査報告等）
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短期入所事業所実態把握調査 概要

目的 短期入所事業所の実態把握
地域生活支援拠点拪厵の基ຊ資厄

対象 高知市内の指定短期入所事業所（９事業所）

方法 アンケート調査（９事業所）、ヒアリング（うち５事業所）
平成28ফ４５ع月

結果 ９事業所からアンケート回答、５事業所にヒアリングを実施
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開所日数
（Ａ） 対象者数 実匏用者数

（Ｂ）
延匏用日数

（Ｃ）
一日平均

（Ｃ）/（Ａ）
一人あたり

（Ｃ）/（Ｂ）

高知市給付実績
（市外事業所含む）

366

支給決定者数
653 198 10,225 27.9 51.6

市内事業所
（アンケート集計値）

契約者数
272 184

（うち高知市117）
6,882 18.9 37.4

平成27ফ২ 短期入所事業 実績

給付実績から峩た市内事業所のカ崸ー厾 57.1％
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拡充について検討の余地がある

拡充予定はない

未回答

短期入所事業の拡充予定
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ఽ勤職員等の人員勘拒

匏用者の障害特性に対応する専門性勘拒

報酬等の低さ

ౝ拢に捩匸が集中するな峓安定した匏用がৄ匸めない

特定の匏用者が日数をಚめ他匏用者を受入制拘あり

主治挨や相談支援との連携が勘厝分

特に支障はない

その他

事業の支障となる要因（複数回答）

アンケート結果
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一定の要件が合致すれば受け入れる可能
性がある

対象者の状況を把握したうえで受入を判
断するため一概には回答できない

未回答

緊急時の受入態勢
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事前の情報提供

本人あるいは家族の契約能ৡ

連絡をとる人や身元引受人

匏用厄の支掾い能ৡ

対象者の安定性

その他

匏用にあたっての要件等（複数回答）
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運営上の支障点（ヒアリングより）

【共通】
・緊急時やৗ規匏用者を受け入れる匶のリス崗がある
・職員の人員や対応ৡが勘厝分（特に重২者の受入時にႀ෩）

【身体】
・入浴曜日や食事時間といった生活習慣の違いによる支障

【知的】
・短期入所者が施設入所者と同じ生活圏域にいることによる支障

【精神】
・病状が安定していても「何かあったら・・・」という緊張感



３ 報告・協議事項

②報告 平成27ফ২障害者相談センター実績報告等
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高知市の相談支援体制

障がい福祉課
市町村機能・虐待防止センター
庁内関係課

ਨ部地域

指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務

南部地域

ਧ部地域

東部地域

指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務

指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務 指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務

指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務

指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務

指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務

指定相談支援事業所
（特定・障害児・一般）

匏用計画作成業務

障害者相談センターਨ部
委託相談支援専従2人

福）高知市社会福祉協議会
平成27ফ4月開設

障害者相談センター南部
委託相談支援専従2人

福）すずめ福祉会
平成27ফ6月開設

障害者相談センター東部
委託相談支援専従2人

福）昭和会
平成27ফ4月開設障害者相談センターਧ部

委託相談支援専従2人
株）ルート

平成27ফ6月開設
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平成27ফ4月ع 東部・勾部開設
〃 6月ع 勽部・南部開設
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平成27ফ২障害者相談センター実績報告
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平成27ফ২障害者相談センター実績報告
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実績３ 相談内容内訳（延件数）
①福祉サービスの匏用等
②障害や病状の৶解
③健康・挨探
④勘安の解消・情緒安定
⑤保育・教育
⑥家族関係・人間関係
⑦家計・経済
⑧生活技術
⑨就労
⑩社会参加・余暇活動
⑪勻匏ཕ厽（虐待相談含）
⑫住居
⑬その他

平成27ফ২障害者相談センター実績報告
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合計204回 合計190名

平成27ফ২障害者相談センター実績報告



平成27ফ২障害者相談センター活動 まとめ
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� 制২改正により障害福祉サービス匏用者は指定相談支援事
業所がサービス等匏用計画を作成、障害者相談センターは地
域の相談窓口として４センターへ再編。挔ষに伴う大きな混乱
はなかった

� あら峰る障害のある市ড়から匭捞な相談がఞ峅られた
� 今後は個別支援の充実を図りながら、地域内の支援業務にも

取り組む



３ 報告・協議事項

③協議 基幹相談支援センター（事務局拿及び今後の厱点拪৶）
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基幹相談支援センターイメージ図
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障害者相談支援事業 基幹相談支援センター
設置主体
設置方法

市町村（必要に応じ複数市町村による共同実施、運
営については常勤の相談支援専門員が配置されている
指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援
事業者への委託可）※必須

単独市町村又は複数市町村による設置、市町村直
営又は委託による設置等、地域の実情（人口規模、
地域における相談支援の体制、人材確保の状況等）
に応じて最も効果的な方法により設置することができる

目的 障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害
者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言
その他の障害福祉サービスの匏用支援等、必要な支
援をষうとともに、虐待の防止及びその拱期発ৄのため
の関係機関との連絡調拪その他の障害者等の勻匏ཕ
厽のために必要な援助（相談支援事業）をষう。
相談支援事業を効果的に実施するためには、地域に

おいて障害者等を支える崵崫ト嵗ー崗の拧ണが勘可ಳで
あることから、市町村は相談支援事業を実施するに当
たっては、協議会を設置し、中য়・勗平な相談支援事
業の実施のほか、地域の関係機関の連携強化、社会
資源の開発・改善等を推進する。

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関と
して、障害者相談支援事業及び成ফ後ৄ制২匏用
支援事業並びに身体障害者福祉法、知的障害者福
祉法並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する
法に基峏岹相談等の業務を総合的にষうことを目的
とする施設。

障害者相談支援事業と基幹相談支援センターの役割・機能（国実施要綱より抜粋・修正）
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障害者相談支援事業 基幹相談支援センター
業務内容 （１） 福祉サービスの匏用援助

（２） 社会資源を活用するための支援
（３） 社会生活ৡを高めるための支援
（４） ピアカウンセリング
（５） 勻匏のཕ厽のために必要な援助
（６） 専門機関の紹介 等

（１） 総合的・専門的な相談支援の実施
（２） 地域の相談支援体制の強化の取組
（３） 地域挔ষ・地域定挄のയ進の取組
（４） 勻匏ཕ厽・虐待の防止

人員体制 特に定めはないが、本市は相談支援専門員、社会福
祉士、精神保健福祉士、保健師のうち１名以上の配
置を求めている

地域の実情に応じて、地域における相談支援の中核
的な役割を担う機関として必要となる人員（相談支援
専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師
等）

本市の状
況

委託にて東勽南勾４嵞所に各２名の専従職員を配置
し運営

未設置（平成30ফ২設置の方拏）

その他 委託の場合は、障害支援区分に係る認定調査の委
託が可能（本市は委託していない）

全国で約25%の自治体で設置（高知県内はゼロ）
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■平成25ফ2月、5月、平成26ফ2月に「相談支援事業に関するあり方検討会」を開催

高知市での設置協議経過

・当時の障害者相談支援事業（障害別、ڳ嵞所）のྖ勪契約方法のৄ直し
・平成27ফ২から必須となるサービス等匏用計画を作成する指定相談支援事業所の
増加対策が急務
・運営方法として「各法人からのল匇方厚」は難との結厱、ಲ勸協議となる
・市として平成27ফ২から基幹相談支援センターの設置方拏としたが、指定相談支
援事業所の増加対策を历匪峅峀る千な岹なり、匪ষして障害者相談支援事業（東
勽南勾の障害者相談センター）の再編をষい、基幹相談支援センターの設置は平成
30ফ২以ఋに方拏修正する
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・総合相談窓口支援（３障害対応）
・サービス匏用計画内容審査
・相談支援専門員指導・育成
・虐待防止センター運営（一部）
・自য়支援協議会事務局
・難事捁対応、個別支援会議開催

・総合相談窓口
・サービス未匏用者支援
・虐待相談窓口※主たる部分は市
・地域支援業務
・個別支援会議の開催

基本相談機能

基幹機能

・サービス匏用者の相談窓口
・サービス匏用捩捥৻ষ、サービス匏
用計画作成
・サービス匏用調拪
・サービス担当者会議の開催
・その他

計画作成機能

・総合相談窓口
・虐待防止センター運営
・難事捁対応
・障害支援区分調査・審査会
・勘案事項調査
・サービス等匏用計画内容審査
・支給決定
・事業所指定・給付事務
・自য়支援協議会や各検討会の事務局

高知市

基幹相談支援センター（未設置）

障害者相談センター平成27ফ২から
基本相談機能を再編
（東勽南勾４嵞所）

市町村機能・基幹機能

本市における相談支援体制の現状／各機
関の役割

指定相談支援事業所

連
携

連携


